
申込期間　３月１日㈬～10日㈮９時～17時30分
（土・日曜日、祝日を除く）
抽選日時・場所　３月15日㈬10時～・市役所３
階第１会議室
鍵渡し日・場所　５月１日㈪９時～16時30分・
市役所３階建築住宅グループ
対象　次の要件に該当する方
・申し込み時点で小学校入学前の子どもがいる
こと（妊娠中の場合を含む）
・家族で入居する方（婚約中の場合を含む）
・持ち家のない方
・現在、公営住宅に居住していない方
・市税に滞納がない方
・入居者及び同居者が『暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律』第２条第６号に
規定する暴力団員でない方

●子どもの足音が階下に響く心配がない平屋
建て

●子どもを見守りながら家事が出来る対面キ
ッチン

●ベビーカーが使いやすい玄関スロープ
●駐車場２台まで契約可（空き区画がある場
合）

○入居希望者が募集戸数を超えたときは、住宅番号ごとに
公開抽選を行います。抽選会に参加する必要はありませ
ん。
○入居前に入居資格審査を行いますので、募集のしおりに
記載している必要書類を持参し、建築住宅グループにお
越しください。審査結果により入居できないことがあり
ます。
○家賃は、入居する方の世帯収入によって計算します。
○家賃のほか、共益費やガス設備に関するリース料などが
かかります。
○駐車場（１世帯１台分）を利用する場合は、月額2,000円
かかります。
○犬や猫などを飼うことはできません。

入居期限　最年少の子どもが小学校を卒業するまで（最長
で入居日から13年を超えない範囲内）

申込日程・場所
３月６日㈪・７日㈫……市民会館
３月８日㈬～10日㈮……同管理センター
※時間は９時30分～16時30分。
抽選会日時・場所
３月15日㈬10時…室蘭市中小企業センター
対象

・入居者全員が『暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律』第２条第６号に規定する暴力団
員でない方
※持ち家のある方、公営住宅や社宅などにお住まい
の方は原則申し込みすることができません。

・入居者全体の収入が公営住宅法に定める基準内で
あり、それを証明できる方
・同居者がいる方（一般向け住宅のみ）

・同居する親族のうち、未就学児が１人以上いる方
・公営住宅法に定める政令月収が21万４千円を超え
ず、それを証明できる方

新生町３丁目 千代の台 子育て世帯 １階・２ＬＤＫ（66.6） 23,700～46,600

であえーる
はまなす

鷲別

新川

若山

登別東町

登別西

団地名 階数・広さ（㎡）募集分類

入居者または同居者に障がいがある方
（障がいの程度に基準があります。）
入居者が60歳以上で同居者のいずれも
が60歳以上または18歳未満の方
小学校就学前の子どもがいる世帯
上記以外の方

214,000円以下

158,000円以下

区分 収入月額

所在地 団地名 募集区分 階数・広さ（㎡） 家賃（円）

子育て世帯向け
（単身不可）

一般世帯向け
（単身不可）

単身者向け
（一般世帯不可）
一般世帯向け
（単身不可）

２階・２DK（58.57）
２階・２DK（58.5）
１階・２LDK（58.5）
１階・３LDK（70.1）
２階・３LDK（70.1）
４階・３LDK（72.4）
１階・３LDK（73.9）
２階・３LDK（73.6）
３階・３LDK（69.2）
４階・３LDK（69.2）
２階・２DK（50.1）
１階・３LDK（77.6）
３階・２LDK（57.7）
５階・３LDK（70.1）
４階・２LDK（52.8）
５階・２LDK（52.8）
５階・２LDK（57.6）

くらしのガイド

募集住宅

道営住宅の入居者を募集します道営住宅の入居者を募集します 問い合わせ　北海道営住宅胆振管理センター
　　　　　　公募係（☎83７２４０）

市営住宅の入居者を募集します市営住宅の入居者を募集します 問い合わせ　建築住宅グループ
　　　　　　　　　（☎85４３９９）

〇共通（全ての要件に該当する方）

〇一般向け・単身向け住宅（全てに該当する方）

〇子育て世帯向け住宅（全てに該当する方）

〇共通（全ての要件に該当する方）

〇一般向け・単身向け住宅（全てに該当する方）

〇子育て世帯向け住宅（全てに該当する方）

子育てに配慮した主な仕様子育てに配慮した主な仕様

収入基準

募集住宅
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▲登別市LINEのメニュー

　受け取りたい分野の情報だけを受け
取ることができる機能や、お住まいの
地区を登録するとごみの日の前日にお
知らせを受け取ることができる機能な
ど便利な機能が盛りだくさん。
　まだお友だち登録が済んでいない方

は、ぜひ市のアカウン
トとお友だち登録をお
願いします。

くらしのガイド

高額介護合算療養費のお知らせ高額介護合算療養費のお知らせ

◀お友だち登録は
　こちらから
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市ＬＩＮＥにご登録ください

問い合わせ
国民健康保険グループ
（☎85１７７１）

年金・長寿医療グループ
（☎85２１３７）

北海道後期高齢者医療広域連合
（☎011-290-5601）

・①の課税所得とは、住民税における課税所得です
・②の所得とは、同一世帯の国民健康保険加入者それぞれ
の総所得金額などから基礎控除額（43万円）を差し引い
た金額を世帯で合算したものです

・医療保険と介護保険のいずれかが自己負担額０円の場合
は、対象となりません。

・支給額が500円以下の場合は支給されません。

【受信設定】をタッ
プすると、受信設定
画面に移行します。
案内に従い、必要事
項を選択。最後に
【回答】をタップす
ると登録が完了し、
受け取りたい情報だ
けを受け取ることが
できます。

～ご注意ください～～ご注意ください～

▼医療と介護の両方を利用している世帯の方へ
　医療（国民健康保険または後期高齢者医療制度）と介護（介護保険）の両方のサービスを利用して自己負
担がある世帯は、１年間（８月～翌年７月）に支払った合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により、
その超えた額が支給されます。
　対象となる方には、３月～４月頃に申請のお知らせを送ります。

※１　同一世帯の世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方
※２　同一世帯の世帯全員が住民税非課税、かつ、世帯全員の各所得が０円（年金所得は控除額80万円とし
て計算し、給与所得がある場合は給与所得から10万円控除）の方

①70歳以上の国民健康保険加入者、
全ての後期高齢者医療制度加入
者

②70歳未満の国民健康保険加入者

▼１年間の自己負担限度額（８月～翌年７月）▼１年間の自己負担限度額（８月～翌年７月）
要件 所得区分 自己負担限度額

問い合わせ
秘書広報グループ（☎85６５８６）

課税所得690万円以上
課税所得380万円以上690万円未満
課税所得145万円以上380万円未満
課税所得145万円未満
住民税非課税世帯（区分Ⅱ）※１
住民税非課税世帯（区分Ⅰ）※２
所得901万円超
所得600万円超901万円以下
所得210万円超600万円以下
所得210万円以下
住民税非課税世帯

212万円　
141万円　
67万円　
56万円　
31万円　
19万円　
212万円　
141万円　
67万円　
60万円　
34万円　

ライン


